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「 「 

「 「 

」 」 

」 」 

５４ 

５５ 

５６ 

５７ 

５８ 

５９ 

６０ 

６１ 

６２ 

 

「 
５３ 

５４ 

５４ 

５５ 

５５ 

５６ 

５６ 

５７ 

５８ 

 

「 
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を 

」 

に改める。 

別表第７のカの表中 

２６ 

２６ 

２７ 

２７ 

２７ 

２７ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２９ 

２９ 

２９ 

３０ 

３０ 

３０ 

３１ 

３１ 

 

を 

２５ 

２６ 

２６ 

２６ 

２６ 

２７ 

２７ 

２７ 

２７ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２９ 

２９ 

２９ 

３０ 

３０ 

 

に改める。 

」 」 

「 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３７ 

３８ 

３８ 

３９ 

３９ 

４０ 

４０ 

４１ 

 

３３ 

３４ 

３４ 

３５ 

３５ 

３６ 

３６ 

３７ 

３７ 

３８ 

３８ 

３９ 

 

「 

６３ 

６４ 

６５ 

６６ 

６７ 

６８ 

６９ 

６９ 

７０ 

７０ 

７１ 

７１ 

７２ 

 」 

５９ 

６０ 

６１ 

６２ 

６３ 

６４ 

６５ 

６６ 

６７ 

６８ 

６９ 

７０ 

７１ 

 

「 「 
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４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

４５ 

４６ 

４６ 

４７ 

４７ 

４８ 

４８ 

４９ 

４９ 

５０ 

５０ 

５１ 

５１ 

５２ 

５２ 

５３ 

５３ 

５３ 

５３ 

５４ 

５４ 

５４ 

５４ 

５５ 

５５ 

５５ 

５５ 

５６ 

５６ 

５６ 

５６ 

５７ 

５７ 

５７ 

５７ 

５８ 

５８ 

５８ 

５８ 

５９ 

 

３９ 

４０ 

４０ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

４５ 

４６ 

４６ 

４７ 

４７ 

４８ 

４８ 

４９ 

４９ 

４９ 

５０ 

５０ 

５０ 

５１ 

５１ 

５１ 

５２ 

５２ 

５２ 

５３ 

５３ 

５３ 

５３ 

５３ 

５４ 

５４ 

５４ 

５４ 

５４ 

５５ 

５５ 

５５ 

５５ 

５５ 

５６ 

５６ 

 

を に、 

１７ 

１８ 

１８ 

１９ 

１９ 

２０ 

２０ 

２１ 

２１ 

２２ 

２２ 

２３ 

２３ 

２４ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２１ 

２２ 

２２ 

２３ 

２３ 

２４ 

２４ 

２５ 

２５ 

２６ 

２６ 

２７ 

２７ 

２８ 

 

に、 を 別表第７のキの表中 

「 「 

」 」 
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」 」 

５９ 

５９ 

５９ 

６０ 

６０ 

６０ 

６０ 

６１ 

６１ 

６１ 

６１ 

６１ 

６１ 

６１ 

６２ 

６２ 

６２ 

６２ 

６２ 

６２ 

６２ 

６３ 

６３ 

６３ 

６３ 

６３ 

６３ 

６３ 

 

５６ 

５６ 

５６ 

５７ 

５７ 

５７ 

５８ 

５８ 

５８ 

５９ 

５９ 

５９ 

５９ 

５９ 

５９ 

５９ 

５９ 

５９ 

５９ 

６０ 

６０ 

６０ 

６０ 

６０ 

６０ 

６０ 

６０ 

６０ 

 

「 
３８ 

３９ 

４０ 

４１ 

４１ 

４１ 

４２ 

４２ 

４２ 

４３ 

４３ 

４３ 

４４ 

４４ 

４４ 

 

３７ 

３８ 

３８ 

３９ 

３９ 

４０ 

４０ 

４１ 

４１ 

４１ 

４２ 

４２ 

４２ 

４３ 

４３ 

 

「 「 

「 

５７ 

５８ 

５８ 

 

５８ 

５８ 

５９ 
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４５ 

４５ 

４５ 
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４５ 

４６ 

４６ 

４６ 

４６ 

４６ 

４７ 

４７ 

４７ 

４７ 

４７ 

４７ 

４７ 

４８ 

４８ 

４８ 

４８ 

４８ 

４８ 

４８ 

４９ 

４９ 

４９ 

４９ 

４９ 

 

４３ 

４４ 

４４ 

４４ 

４５ 

４５ 

４５ 

４５ 

４６ 

４６ 

４６ 

４６ 

４６ 

４６ 

４６ 

４７ 

４７ 

４７ 

４７ 

４７ 

４７ 

４７ 

４８ 

４８ 

４８ 

４８ 

４８ 

４８ 

４８ 

 

を 

５８ 

５９ 

５９ 

５９ 

６０ 

６０ 

６０ 

６１ 

６１ 

６２ 

６２ 

６３ 

６３ 

６４ 

６４ 

６５ 

６６ 

６７ 

 

５９ 

６０ 

６０ 

６１ 

６１ 

６２ 

６２ 

６３ 

６３ 

６４ 

６４ 

６５ 

６５ 

６６ 

６６ 

６７ 

６７ 

６８ 

 

を に、 に改める。 

別表第７の２のアの表中 

」 」 

」 
」 

「 
５３ 

５４ 

５５ 

５６ 

５９ 

６２ 

６５ 

６８ 

７０ 

７２ 

７４ 

７６ 

７８ 

８０ 

 

３７ 

３９ 

４０ 

 

３８ 

３９ 

４１ 

 

「 「 

を に、 を 

「 
５４ 

５６ 

５８ 

６０ 

６２ 

６４ 

６６ 

６８ 

７１ 

７４ 

７７ 

８０ 

８３ 

８６ 
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８４ 

８６ 

８８ 

９０ 

９２ 

 

８９ 

９２ 

９３ 

９３ 

９３ 

９３ 

 」 」 

に、 

５３ 

５４ 

５５ 

５６ 

５８ 

６０ 

６２ 

６４ 

６６ 

６８ 

７０ 

７２ 

７６ 

８０ 

８４ 

８８ 

９３ 

９８ 

１０３ 

１０９ 

１１５ 

１２１ 

 

「 

を 

５４ 

５６ 

５８ 

６０ 

６１ 

６２ 

６３ 

６４ 

６６ 

６８ 

７０ 

７２ 

７７ 

８２ 

８７ 

９２ 

９７ 

１０２ 

１０７ 

１１６ 

１２５ 

１２５ 

 

９７ 

１０２ 

１０７ 

１１２ 

 

に、 

９９ 

１０６ 

１１３ 

１１３ 

 

を に、 

６７ 

８０ 

８２ 

８４ 

 

を 

「 

」 」 」 

「 

」 

「 「 「 

」 

７７ 

８４ 

８５ 

８５ 

 」 

に改める。 

４５ 

４６ 

４７ 

４８ 

５０ 

５２ 

５４ 

５６ 

 

「 

４６ 

４８ 

５０ 

５２ 

５４ 

５６ 

５８ 

６０ 

 

「 
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９８ 
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１０８ 

１１２ 

１１６ 

１２０ 

１２４ 
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１５２ 
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別表第７の２のイの表中 

」 

を 

」 

に改める。 

２０ 

２１ 

 

別表第７の２のウの表中 

「 

を に、 
２０ 

２２ 

 

４５ 

４６ 

４７ 

４８ 

５１ 

５４ 

５７ 

 

４６ 

４８ 

５０ 

５２ 

５４ 

５６ 

５８ 

 

を 

「 

「 

」 」 

「 

５９ 

６２ 

６５ 

６８ 

６９ 

７０ 

７１ 

７２ 

７４ 

７６ 

７８ 

８０ 

８２ 

８４ 

８６ 

８８ 

９０ 

９２ 

９４ 

９６ 

９８ 

１００ 

１０２ 

１０４ 

１０７ 

１１０ 

１１３ 

１１６ 

１２１ 

１２６ 

１３１ 

１３６ 

１４１ 
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１５１ 
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」 」 

「 

に、 

７８ 

８０ 

８２ 

８４ 

８５ 

８６ 

８７ 

８８ 

９１ 

９４ 

９７ 

１００ 

１０７ 

１１４ 

１２１ 

 

を 

７９ 

８２ 

８５ 

８８ 

９０ 

９２ 

９４ 

９６ 

１００ 

１０４ 

１０８ 

１１２ 

１１６ 

１２０ 

１２４ 

 

に改める。 

「 

」 」 

「 

７８ 

８０ 

８２ 

８４ 

８５ 

８６ 

８７ 

８８ 

９１ 

９４ 

９７ 

１００ 

１０７ 

１１４ 

１２１ 

 

別表第７の２のエの表中 

４５ 

４６ 

４７ 

４８ 

５１ 

５４ 

５７ 

 

「 
４６ 

４８ 

５０ 

５２ 

５４ 

５６ 

５８ 

 

７９ 

８２ 

８５ 

８８ 

９０ 

９２ 

９４ 

９６ 

１００ 

１０４ 

１０８ 

１１２ 

１１６ 

１２０ 

１２４ 

 」 

を に、 

「 

」 

」 」 

「 

に改める。 
「 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

 

「 

２７ 

２８ 

２９ 

２９ 

３０ 

３１ 

３３ 

３３ 

３４ 

 

７７ 

７８ 

７９ 

８０ 

８１ 

８２ 

８３ 

 

７８ 

８０ 

８２ 

８４ 

８５ 

８６ 

８７ 

 

「 「 

を 

 

別表第７の２のオの表中 を

 

に、 
  

を 
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３５ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

４１ 

８８ 

８９ 

９０ 

９１ 

 

  

」 」 

「 

に、 

２１ 

２２ 

２３ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

  

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

３０ 

３０ 

３２ 

３３ 

３４ 

 

１０６ 

１０８ 

１１０ 

１１２ 

１１４ 

１１６ 

１１８ 

１２０ 

１２２ 

１２４ 

 

を 

１０７ 

１１０ 

１１３ 

１１６ 

１１８ 

１２０ 

１２２ 

１２４ 

１２５ 

１２５ 

 

に、 を に、 
６１ 

６３ 

 

を 

 

 

「 

「 

「 

「 

」 」 

」 」 

」 

６２ 

６３ 

 

６９ 

７０ 

７１ 

７２ 

７３ 

７４ 

７５ 

７６ 

７７ 

７８ 

７９ 

８０ 

８１ 

８２ 

８３ 

８４ 

８６ 

８８ 

９０ 

 

「 

「 

を に、 

」 

７０ 

７２ 

７４ 

７６ 

７７ 

７８ 

７９ 

８０ 

８１ 

８２ 

８３ 

８４ 

８５ 

８６ 

８７ 

８８ 

８９ 

９０ 

９１ 

 

「 

に改める。 

」 

４６ 

４８ 

 

「 

４７ 

５１ 

 

「 

３５ 

３７ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

 

 ８４ 

８６ 

８８ 

９０ 

 」 

」 
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別表第７の２のカの表中 を 
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に改める。 
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４８ 

５０ 

５２ 

５４ 

５６ 

５８ 

６０ 

６２ 

６４ 

６６ 

６８ 

６９ 
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７２ 

７４ 
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８６ 
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９８ 
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６０ 
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６６ 

６８ 

７０ 

７２ 

７４ 

７６ 

７８ 

８０ 
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８５ 

８６ 

８７ 

８８ 

９０ 
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９４ 

９６ 
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８６ 

８８ 
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 」 
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附 則 

 この規則は、令和６年２月１日から施行する。 

（令和６年１月３１日掲示済）  

 

 和歌山市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年１月３１日 

                              和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第２号 

和歌山市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市技能労務職員の給与に関する規則（平成１７年規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、 

５０ 

５２ 

５４ 

５６ 

５９ 

６２ 

６５ 

６８ 

７２ 

７９ 

８６ 

９３ 
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４９ 

５０ 

５１ 

５２ 

５５ 

５８ 

６１ 

６４ 

６９ 

７４ 

８１ 

８８ 

 

「 

」 」 

を に改める。 

」 」 

「 「 

４６ 

４６ 

４７ 

４７ 

４８ 

４８ 

４９ 

４９ 

５０ 

５０ 

５１ 
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附 則 

この規則は、令和６年２月１日から施行する。 

                                   （令和６年１月３１日掲示済）  

 

【 告 示 】 

 

和歌山市告示第１８号 

電子申請システムを利用した手続に関する使用料、手数料、寄附金及び諸収入金に係る指定納付受託者（令和

５年告示１４０号）の一部を次のとおり改正したので、地方自治法第２３１条の２の３第４項の規定により告示

する。 

令和６年１月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地を次のとおり改める。 

１ 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地 

東京都品川区上大崎３丁目１番１号 

株式会社トラストバンク 

（令和６年１月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９号 

  元気わかやま市応援寄附金に係る指定納付受託者の指定（令和５年告示第１４１号）の一部を次のとおり改正

したので、地方自治法第２３１条の２の３第４項の規定により告示する。 

    令和６年１月１６日 

                                                     和歌山市長   尾 花 正 啓    

１指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地（１）を次のとおり改める。 

（１）東京都品川区上大崎３丁目１番１号 

   株式会社トラストバンク 

                                   （令和６年１月１６日掲示済）  

 

和歌山市告示第２０号 

 身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、身体障害者福祉法（昭和２

４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師がその指定を辞退したので、和歌山市身体障害者福祉法に

関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

令和６年１月１７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 
診断する障害

の種類 
辞退年月日 

大矢昌樹 公立大学法人 

和歌山県立医科大学附属病院 

和歌山市紀三井寺 

８１１－１ 

じん臓機能障

害 

令和５年１２月３１日 

」 

１０５ 

１１０ 

１１５ 

１２１ 

１２７ 

１３３ 

 

 

１１２ 

１１６ 

１３７ 

１３７ 

１３７ 

１３７ 
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                                   （令和６年１月１７日掲示済） 

 

和歌山市告示第２１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和６年１

月１７日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和６年１月１７日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

３７－６ 田屋府中線 

和歌山市府中７７３番１地先 

      ～ 

和歌山市府中７７３番３地先 

旧 ２５．５０ 

２．６０ 

～ 

３．９０ 

新 ２５．５０ 

４．００ 

～ 

４．３０ 

                                   （令和６年１月１７日掲示済） 

 

和歌山市告示第２２号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和６年１月１８日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期別 種別 備考 

令和５年度 

 

随時第８期 

第４期 

第５期 

第６期 

介護保険料 督促状の指定納付期限を令和６年１月３１日に変

更する。 

 （別紙省略） 

（令和６年１月１８日掲示済） 

 

和歌山市告示第２３号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年１月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和６月１月１１日及び同月１３日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和６年１月９日 
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２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

                                   （令和６年１月１９日掲示済）      

                                

和歌山市告示第２４号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年１月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上及び無料駐輪場 令和６年１月４日、同月１１日及び同月１２日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和６年１月５日及び同月１１日 
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 （２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

                                    （令和６年１月１９日掲示済）  

 

和歌山市告示第２５号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和６年１月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和６年１月２２日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和５年１０月１０日及び同月

１４日 

令和５年１０月２０日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和５年１０月４日 令和５年１０月２０日 

南海和歌山市駅前周辺自転

車等放置禁止区域 

令和５年１０月２日 令和５年１０月２０日 

和歌山市内一円市道上及び

無料駐輪場 

令和５年１０月３日、同月５

日、同月１０日、同月１１日及

び同月１３日 

令和５年１０月２０日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 
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                                    （令和６年１月１９日掲示済）    

 

和歌山市告示第２６号 

 配当計算書を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないので、和歌山市税条例（昭和

２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき配当計算書は納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。                 

  令和６年１月２４日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

氏名又は名称 住所又は所在地 

有限会社 正和興業 和歌山県和歌山市園部１３１６番地の８ 

（令和６年１月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第２７号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和６年１月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 

令和５年度 後期高齢者医療保険料 

（別紙省略） 

（令和６年１月２４日掲示済)   

 

和歌山市告示第２８号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和６年１月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和５年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和６年２月１３日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和６年１月２４日掲示済） 

 

和歌山市告示第２９号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７

第１項第１号の指定特定相談支援事業者を指定したので、同法第５１条の３０第２項第１号の規定により次のと

おり告示する。 

  令和６年１月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓   
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事業所番号 

事業所

の名称 

事業所の所

在地 

指定に係

る種類 

主たる対

象とする

障害種別 

事業者の

名称 

事業者の主

たる事務所

の所在地 

指定年月

日 

指定の有

効期限 

３０３０１

２３４１２ 

第二こ

じか園 

和歌山市田

尻１５５－

１ 

計画相談

支援 

特定なし 社会福祉

法人 一

麦会 

和歌山県和

歌山市岩橋

６４３ 

令和６年

２月１日 

令和１２

年１月３

１日 

（令和６年１月２６日掲示済） 

 

和歌山市告示第３０号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号の指定障害児相談支援事業者を指定し

たので、同法第２４条の３７第１項第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年１月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所番号 

事業所

の名称 

事業所の所

在地 

指定に係

る種類 

主たる対

象とする

障害種別 

事業者の

名称 

事業者の主

たる事務所

の所在地 

指定年月

日 

指定の有

効期限 

３０７０１

０１２９４ 

第二こ

じか園 

和歌山市田

尻１５５－

１ 

障害児相

談支援 

特定なし 社会福祉

法人 一

麦会 

和歌山県和

歌山市岩橋

６４３ 

令和６年

２月１日 

令和１２

年１月３

１日 

（令和６年１月２６日掲示済） 

 

和歌山市告示第３１号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者から同法第４６条第２項の規定による事業の廃止の届出があったので、同法第５

１条第２号の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年１月２６日  

和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所番号 

事業所

の名称 

事業所の所

在地 

指定に係

る種類 

主たる対

象とする

障害種別 

事業者の

名称 

事業者の主

たる事務所

の所在地 

指定年月

日 

廃止年月

日 

３０１０１

２３７７０ 

ヘルパ

ーステ

ーショ

ンじぞ

う 

和歌山市南

出島７４－

７ プチハ

９９ Ａ１

０２ 

同行援護 特定なし 株式会社

ＬＩＴＡ 

和歌山県岩

出市桜台１

１９番地 

令和４年

３月１日 

令和６年

１月１日 

３０１０１

０１６３６ 

つくし

介護セ

ンター 

和歌山市東

高松１丁目

３－４ 

同行援護 特定なし 有限会社 

瀧谷 

和歌山市東

高松１丁目

３－４ 

平成２４

年２月１

日 

令和６年

２月１日 

（令和６年１月２６日掲示済） 

 

和歌山市告示第３２号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので、同法第５１条第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年１月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
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事業所番号 事業所の名称 

事業所の

所在地 

指定に

係る種

類 

主たる対象と

する障害種別 

事業者

の名称 

事業者の主

たる事務所

の所在地 

指定年

月日 

指定の有

効期限 

３０１０１

２４３９８ 

就労定着支援

事業所 ウェ

ルビー和歌山

市駅前センタ

ー 

和歌山市

東蔵前丁

４番地フ

ァースト

ビル７階 

就労定

着支援 

身体障害者、

知的障害者、

精神障害者、

難病等対象者 

ウェル

ビー株

式会社 

東京都中央

区銀座２丁

目３番６号 

令和６

年２月

１日 

令和１２

年1月３

１日 

（令和６年１月２６日掲示済） 

 

和歌山市告示第３３号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和６年１月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和４年度 介護保険料納入通知書（特別徴収）  

令和５年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和５年度第７期の納期は 

令和６年２月８日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和６年１月２９日掲示済） 

 

和歌山市告示第３４号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７

第１項第１号の指定特定相談支援事業者を指定したので、同法第５１条の３０第２項第１号の規定により次のと

おり告示する。 

  令和６年１月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓   

事業所番号 

事業所

の名称 

事業所の所

在地 

指定に係

る種類 

主たる対

象とする

障害種別 

事業者の

名称 

事業者の主

たる事務所

の所在地 

指定年月

日 

指定の有

効期限 

３０３０１

２３４２０ 

相談支

援事業

所 ゆ

めいろ 

和歌山市太

田６８３－

１２ 

計画相談

支援 

特定なし 株式会社 

愛夢 

和歌山県和

歌山市中６

７３－９７ 

令和６年

２月１日 

令和１２

年１月３

１日 

（令和６年１月２９日掲示済） 

 

和歌山市告示第３５号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号の指定障害児相談支援事業者を指定し

たので、同法第２４条の３７第１項第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年１月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
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事業所番号 
事業所
の名称 

事業所の所
在地 

指定に係る
種類 

主たる対
象とする
障害種別 

事業者の
名称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

指定年月
日 

指定の有
効期限 

３０７０１
０１３０２ 

相談支

援事業

所 ゆ

めいろ 

和歌山市太

田６８３－

１２ 

障害児相談

支援 

特定なし 株式会社

愛夢 

和歌山県和

歌山市中６

７３－９７ 

令和６年

２月１日 

令和１２

年１月３

１日 

（令和６年１月２９日掲示済） 

 

和歌山市告示第３６号 

 市県民税（普通徴収）督促状及び固定資産税・都市計画税督促状を別紙の者に送付したところ、住所又は居所

が明らかでないため送達できないので和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により告示す

る。 

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和６年１月３１日 

 （別紙省略） 

和歌山市長  尾 花 正 啓     

（令和６年１月２９日掲示済） 

 

和歌山市告示第３７号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和６年１月３１日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期（月）別 種別 備考 

令和５年度 第６期 

 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和６年２月１３日に変更す

る。 

（別紙省略） 

（令和６年１月２９日掲示済） 

 

和歌山市告示第３８号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達ができないので、国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和６年１月３１日 

                                                      和歌山市長 尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和３年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和６年２月２２日に変更する。 

令和４年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和６年２月２２日に変更する。 

令和５年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和６年２月２２日に変更する。 

令和５年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和６年２月２２日に変更する。 

（別紙省略） 

                                   （令和６年１月３１日掲示済） 
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和歌山市告示第３９号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和６年２

月１日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和６年２月１日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓 

整理番号 旧新別 路線名 
起点                   

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２６－２

２９ 

旧 
西脇２２９

号線 

和歌山市磯の浦１６８番４地先 

和歌山市磯の浦２６４番１地先 
５２５．６ 

７．８０ 

～  

１８．２０ 

新 
西脇２２９

号線 

和歌山市磯の浦１６８番４地先 

和歌山市磯の浦２６４番１地先 
５４１．２ 

６．００ 

～  

１８．２０ 

                                    （令和６年２月１日掲示済） 

 

【 公 告 】 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

により、都市計画を次のとおり変更しようとするので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第１７

条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了日までに、和歌山市に意見書を提出することができる。 

令和６年１月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画市場の変更 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  変更する部分 

和歌山市西浜の一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

 和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

 令和６年１月１９日（金）から２月２日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

５ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（令和６年１月１９日掲示済） 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

により、都市計画を次のとおり変更しようとするので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第１７

条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了日までに、和歌山市に意見書を提出することができる。 

令和６年１月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    
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 １ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画地区計画の変更（岡崎地区地区計画） 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  変更する部分 

和歌山市森小手穂、吉礼 の各一部  

３ 都市計画の案の縦覧場所 

 和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

 令和６年１月１９日（金）から２月２日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

５ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（令和６年１月１９日掲示済） 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

により、都市計画を次のとおり変更しようとするので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第１７

条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了日までに、和歌山市に意見書を提出することができる。 

令和６年１月１９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画地区計画の変更（紀伊地区（２）地区計画） 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  変更する部分 

和歌山市田屋、府中 の各一部  

３ 都市計画の案の縦覧場所 

 和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

 令和６年１月１９日（金）から２月２日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

５ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（令和６年１月１９日掲示済） 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和６年１月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市神前字宮出１５７番１、１５７番４ 和歌山市新中島６３番８ 

大和ハウス工業株式会社和歌山支店 

支配人 金田恵治 

和歌山市津秦字蓼原２２３番１、２２３番２、２２３番

５、２２３番６、２２３番７、字師匠田２５１番１ 

東京都中央区京橋１丁目６番１号 

株式会社アンビスホールディングス 

代表取締役 柴原慶一 

（令和６年１月２２日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。            
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 令和６年１月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

  総延長 

令和６年１月２４日 

和建指第２７４９号 

和歌山市向字古小

２７３番１の一部 

和歌山市黒田一丁目２番

１７号 

アズマハウス株式会社  

代表取締役 東 行男 

６．００ｍ×４５．５５ｍ 

 

 

４５．５５ｍ 

（令和６年１月２６日掲示済） 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和６年１月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（令和６年１月２９日掲示済） 

 

【 選挙管理委員会告示 】 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第２号 

 令和５年４月２３日執行の和歌山市議会議員一般選挙における各候補者の出納責任者から提出のあった選挙運

動に関する収入及び支出の報告書の要旨を次のように公表する。 

  令和６年１月１６日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  宮 原 秀 明 

（別紙省略） 

（令和６年１月１６日掲示済） 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第３号 

令和５年における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、次のとおり公表する。 

令和６年１月１６日 

                                  和歌山市選挙管理委員会 

委員長  宮 原 秀 明 

（別紙省略） 

（令和６年１月１６日掲示済） 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４号 

令和５年における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、公表すべき閲覧がなかったことを公表する。 

令和６年１月１６日 

                                  和歌山市選挙管理委員会 

委員長  宮 原 秀 明 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市森小手穂字小手穂６５６番１ （登載省略） 

和歌山市栗栖字徳井３３番３、４３番７ （登載省略） 
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（別紙省略） 

（令和６年１月１６日掲示済） 

 

【 人 事 委 員 会 規 則 】 

 

押印を求める手続の見直し等のための人事委員会規則の一部を改正する規則を公布する。 

 令和６年２月１日 

和歌山市人事委員会委員長  田 中 祥 博    

和歌山市人事委員会規則第１号 

   押印を求める手続きの見直し等のための人事委員会規則の一部を改正する規則 

（勤務条件に関する措置の要求に関する規則の一部改正） 

第１条 勤務条件に関する措置の要求に関する規則（平成１１年人事委員会規則第６号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２項中「記名押印」を「記名」に改める。 

（不利益処分についての審査請求に関する規則の一部改正） 

第２条 不利益処分についての審査請求に関する規則（平成１１年人事委員会規則第７号）の一部を次のように

改正する。 

  第５条第２項中「記名押印」を「記名」に改める。 

第１７条第４項中「記名押印」を「記名」に改める。 

（職員団体の登録に関する規則の一部改正） 

第３条 職員団体の登録に関する規則（平成１１年人事委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号、別記様式第２号、別記様式第３号、別記様式第４号、別記様式第５号、別記様式第８号及

び別記様式第９号中           を                に改め、「㊞」を削る。 

 

（職員団体の法人格取得の手続に関する規則の一部改正） 

第４条 職員団体の法人格取得の手続に関する規則（平成１１年人事委員会規則第１２号）の一部を次のように

改正する。 
 
  別記様式第１号中           を               に改め、「㊞」を削る。 
 

（学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の一部を改正する規則） 

第５条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則（平成１４年人事委員会

規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「記名押印」を「記名」に改める。 

（和歌山市職員の退職管理に関する規則の一部改正） 

第６条 和歌山市職員の退職管理に関する規則（平成２８年人事委員会規則第９号）の一部を次のように改正す

る。 

  別記様式第１号及び別記様式第２号中「㊞」を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

                                    （令和６年２月１日掲示済） 

  

【 企 業 局 告 示 】 

 

和歌山市企業局告示第１号 

「和歌山市人事委員会  

 委員長     様」 

「（宛先）和歌山市人事委員会 

 委員長          」 

「（宛先）和歌山市人事委員会  

 委員長          」 
「和歌山市人事委員会 

 委員長     様」 
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 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事

業者として指定を受けた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７条第

１号の規定により告示する。 

令和６年１月１７日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

大阪府豊中市庄内西町２丁目

４番３号庄内駅前ビル４Ｂ 

イースマイネ株式会社 

代表取締役 佐々田志織 

イースマイネ

株式会社 

大阪府豊中市庄内西

町２丁目４番３号庄

内駅前ビル４Ｂ 

令和５年１２月１

日 

第６３９

号 

広島県広島市中区鶴見町８番

５７号 株式会社Ｎ－Ｖｉｓ

ｉｏｎ 

代表取締役 中村信幸 

株式会社Ｎ－

Ｖｉｓｉｏｎ 

広島県広島市中区鶴

見町８番５７号 

令和５年１２月６

日 

第６４０

号 

（令和６年１月１７日掲示済） 

 

和歌山市企業局告示第２号 

 公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第 

９条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 なお、その関係図書は、告示の日から２週間、和歌山市企業局経営管理部営業課において一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月１８日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男 

１ 公共下水道の供用開始 

（１）供用を開始すべき年月日 

   令和６年２月１日 

（２）下水を排除すべき区域 

  ア 中央終末処理場に下水を排除すべき区域 

北中島１丁目、出水、田尻、黒田、西浜及び関戸３丁目の各一部 

イ 北部終末処理場に下水を排除すべき区域 

古屋、島橋北ノ丁、島橋西ノ丁、西庄及び加太の各一部 

（３）供用を開始しようとする排水施設の位置 

前号表示の区域内 

（４）供用を開始しようとする排水施設 

分流式 出水、田尻、黒田、西浜、関戸３丁目、古屋、島橋北ノ丁、島橋西ノ丁、西庄及び加太の各一

部 

合流式 北中島１丁目の一部 

２ 終末処理場による下水の処理の開始 

（１）下水の処理を開始すべき年月日 

   令和６年２月１日 

（２）下水を処理すべき区域 

   前項第２号で下水を排除すべき区域とした表示の区域 

（３）下水の処理を開始しようとする終末処理場の位置及び名称 

  ア 和歌山市三葛５１０番地の１ 中央終末処理場 

  イ 和歌山市本脇６５３番地の２ 北部終末処理場 

（令和６年１月１８日掲示済） 

 


